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がん検診受益者負担に関する意見シート 

 

 今回諮問いただいている「がん検診の受益者負担」（大腸がん検診と子宮がん検診の有料化）につ

いて、私は行うべきではないと考え、反対します。 

 その理由の第 1 は、がん検診については、受診率を向上させて市民の命と健康を守ることが第 1

義であり、有料化は受診率の向上に障害となると考えるからです。 

この間のがん検診の有料化で、受診率の低下は見られないとしていますが、胃がん・肺がん検診

は、回数増の結果受診率が向上していると考えられ、有料化により受診率に影響はないとは言えな

いと思います。 

他市と比べても本市の受診率は決して高いとは言えないのが現状です。受診率向上のために、さ

らにどのような努力を行うのかを検討して、その中で負担の在り方についても、議論すべきではな

いでしょうか。 

今回の提案では、前提として市の「行財政改革計画２０２０」で有料化が示されているとの説明

がありましたが、財政面からだけで判断できないものであると思います。 

しかも、2つの検診の有料化によって約 590 万円の財政効果と説明されましたが、確かに貴重な金

額ではありますが、現在市は、毎年の繰越金が約 10 億円発生する現状で、決して負担できない金額

ではありません。 

第 2 の理由は、健診事業については、「受益者負担」という考えにはなじまないと考えるからです。 

 有料化の理由として、「行政サービスの受益者という観点から、がん検診受診者間の公平性及び公

正性を確保するため」とされています。受益者負担という考えについて、ある特定のサービスを一

定限られた市民が利用するものについては、当然導入されてしかるべきと考えます。しかし、市民

の健康を増進するための検診事業について、受益者負担という考えはなじまないと思います。無料

にして広く市民が受診できるようにしていくことが必要だと思います。公平性・公正性という点に

関しては、すでに他の健診事業が有料化されているのだから、無料の健診事業の有料化するという

のはあまりにも乱暴ではないでしょうか。 

 この間、集会施設の有料化が行われ、今後公民館の有料化も検討されています。市のサービスを

受けるものはすべて、「受益者負担」と有料化が検討されている感があり、自治体として、市民の福

祉増進に寄与するという考えをしっかり持ち、負担の在り方を検討する必要があると考えます。 
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